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第３回定例会において本委員会に付託された案件は、第８７号議案令

和２年度大分県病院事業会計決算の認定について、第８８号議案令和２

年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第８９号

議案令和２年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、第９０号議案令和２年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて及び第９１号議案から第１０１号議案までの令和２年度各特別会

計歳入歳出決算の認定についてである。

委員会は、１０月５日から１１月４日までの間に７回開催し、会計管

理者及び監査委員並びに部局長ほか関係者の出席、説明を求め、予算の

執行が適正かつ効果的に行われたか、また、その結果、どのような事業

効果がもたらされたか等について慎重に審査した。

以下、決算の概要（利益の処分を含む）及び審査結果について報告す

る。

１ 決算（利益の処分を含む）の概要

（１）令和２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の概要につ

いて

①一般会計

令和２年度の一般会計の歳入決算額は７，３８３億８，８０１万８，

２２５円で、前年度に比べ１，１８５億５，７０６万６，９５３円（１

９．１３％）増加した。歳出決算額は７，１５２億４，３６４万３，３

３９円で、前年度に比べ１，１５２億５，５４４万１，０９１円（１９．

２１％）増加した。

この結果、形式収支は２３１億４，４３７万４，８８６円の黒字、形

式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は４３億

２，９８２万３，４７７円の黒字、実質収支から前年度実質収支を差し

引いた単年度収支は１１億５，６３７万５，９６３円の黒字となってい

る。

収入未済額は２２億３１万８，３１６円で、県税の収入未済が５，３

７７万９８３円増加したこと等により、前年度に比べ４，８４６万４，

５００円（２．２５％）増加している。

不納欠損額は９，５７９万６，７４３円で、前年度に比べ、県税が１，

８１８万２，１６１円減少したこと等により、２，３３７万２３円（１

９．６１％）減少している。

②特別会計

１１の特別会計の歳入決算額の合計は２，５３２億５，２０２万４，
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１０１円で、前年度に比べ１６６億２，５５２万１６６円（６．１６％）

減少し、歳出決算額は２，４７６億５，９３１万１，３４４円で、前年

度に比べ１７３億３，０２８万４，０４８円（６．５４％）減少してい

る。

この結果、形式収支は５５億９，２７１万２，７５７円の黒字、実質

収支は５３億５，０７１万２，７５７円の黒字、単年度収支は５億１，

１８７万９，８８２円の黒字となっている。

収入未済額は１０億２，６６０万６，５６０円で、流通業務団地造成

事業などが減少したことにより、前年度に比べ１，６１８万２，６１７

円（１．５５％）減少している。

不納欠損額は、流通業務団地造成事業などが増加したことにより、１，

１８６万８４３円皆増している。

（２）令和２年度大分県病院事業会計決算の概要について

令和２年度の大分県病院事業における収益的収支の決算額は、病院事

業収益が１９１億３，１６０万６，２５４円、病院事業費用は１８６億

６，６３９万８，２５２円、資本的収支の決算額は、資本的収入が１２

億２，１２５万５，９４６円、資本的支出は２２億５，８１２万５，３

３３円となった。

経営の状況は、経常利益４億８，２４１万９，８３４円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ５，００７万４，

６００円（９．４％）減少している。これに特別利益３億１，４１３万

７，９１８円と特別損失４億４８４万４，３７２円を加減した当年度純

利益は３億９，１７１万３，３８０円となり、６年連続の黒字となった。

また、これに前年度繰越利益剰余金３３億２，９９３万９，７０３円を

加算した当年度未処分利益剰余金は３７億２，１６５万３，０８３円に

増加した。

また、財政状態は、資産合計２２６億９，２２６万６，９２４円、負

債合計１７０億４，３８９万２１円、資本金及び剰余金５６億４，８３

７万６，９０３円となっている。

なお、利益の処分は行わず、当年度末未処分利益剰余金３７億２，１

６５万３，０８３円は、全額繰越利益剰余金に計上する案となっている。

（３) 令和２年度大分県電気事業会計及び大分県工業用水道事業会計

決算（利益の処分を含む）の概要について
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①電気事業会計

令和２年度の電気事業における収益的収支の決算額は、電気事業収益

が２３億２，８０４万５，４６０円、電気事業費用は１７億８，００８

万７，０６６円、資本的収支の決算額は、資本的収入が２５億８，３６

２万７９０円、資本的支出は４１億９，６７３万２，６５２円となった。

経営の状況は、経常利益２億４，３５２万１，８２１円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ１億６，７０３

万６，４５４円（４０．７％）減少している。また特別損失５０９万７，

５２６円が発生したため、当年度純利益は２億３，８４２万４，２９５

円となった。また、これに前年度繰越欠損金３億１，９６１万１，５９

３円及びその他未処分利益剰余金変動額１億４，８８６万３６５円を加

算した当年度未処分利益剰余金は６，７６７万３，０６７円となった。

また、財政状態は、資産合計２４６億９，７８７万５，４９３円、負

債合計９２億５，２７５万２，６８５円、資本金及び剰余金１５４億４，

５１２万２，８０８円となっている。

なお、当年度未処分利益剰余金の処分案については、当年度末残高６，

７６７万３，０６７円、資本金への組入１億４，８８６万３６５円で、

繰越欠損金は８，１１８万７，２９８円と、前年度に比べ２億３，８４

２万４，２９５円（７４．６％）減少している。

②工業用水道事業会計

令和２年度の工業用水道事業における収益的収支の決算額は、工業用

水道事業収益が２３億７，０５１万２，５２６円、工業用水道事業費用

は１９億６，３６６万９，０２５円、資本的収支の決算額は、資本的収

入が１，９２４万８，００７円、資本的支出は６億８，９９９万９，９

５７円となった。

経営の状況は、経常利益３億６，６３９万２，４６３円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ７，６８８万５，

４３８円（１７．３％）減少している。また特別損益はないため当年度

純利益も３億６，６３９万２，４６３円となった。また、これにその他

未処分利益剰余金変動額２億５，１１０万８，７４４円を加算した（前

年度繰越利益剰余金は０円）当年度未処分利益剰余金は６億１，７５０

万１，２０７円となり、前年度に比べ１億２，３７６万１，９６７円（１

６．７％）の減となった。

また、財政状態は、資産合計２４０億６，１４９万８，２４５円、負
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債合計５６億６，０２０万７，６９０円、資本金及び剰余金１８４億１

２９万５５５円となっている。

なお、未処分利益剰余金６億１，７５０万１，２０７円の処分案につ

いては、減債積立金への積立１億９，０７７万３，４９１円、建設改良

積立金への積立１億７，５６１万８，９７２円及び資本金への組入２億

５，１１０万８，７４４円となっている。

２ 審査結果

令和２年度の予算に計上された各般の事務事業は、議決の趣旨に沿っ

て概ね適正な執行が行われており、総じて順調な成果を収めているもの

と認められる。

審査の結果、第８７号議案令和２年度大分県病院事業会計決算の認定

については、認定すべきもの、第８８号議案令和２年度大分県電気事業

会計利益の処分及び決算の認定について並びに第８９号議案令和２年度

大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、それ

ぞれ可決及び認定すべきもの、第９０号議案から第１０１号議案までの

令和２年度大分県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について

は、いずれも認定すべきものと決定した。

なお、本委員会として、今後、特に改善又は検討を求める事項につい

て、次の項目にとりまとめたので、令和４年度の予算案に反映させるな

ど、適時適切な措置を講じられたい。

（１）財政運営の健全化について

令和２年度普通会計決算は、県税の徴収強化等による歳入の確保や事

務事業の見直しなどの改革に取り組んできたところだが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止及び社会経済の再活性化や令和２年７月豪雨災害か

らの復旧・復興などに取り組んだことから、令和２年度末の財政調整用

基金残高は、「大分県行財政改革推進計画」の目標額を３０億９，４４

９万４千円下回る２９９億５５０万６千円となった。

県債残高は１兆５５５億８，６６１万１千円と前年度に比べ２０８億

３，５５６万４千円（２．０１％）増加したが、臨時財政対策債を除い

た残高は、前年度に比べ５４億１，９２０万８千円減少し、６，２５０

億１，４３２万８千円となった。また、財政健全化判断比率である将来

負担比率が１７４．１％と前年度に比べ０．７ポイント減少し、財政構

造の弾力性を示す指標である経常収支比率も９４．５％と前年度に比べ

０．７ポイント減少し、３年ぶりに改善した。実質公債費比率も８．６

％と前年度に比べ０．２ポイント減少しており、改善している。

しかしながら、近年の相次ぐ大規模災害に加え、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止と社会経済の再活性化、少子高齢化の進行に伴う社会
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保障関係経費の増大や公共施設等の老朽化への対策など、財政環境は厳

しく予断を許さない状態である。国は、基礎的財政収支の黒字化に向け、

「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」の枠組みの下、令和４年度

から６年度までの３年間、これまでと同等の歳出改革努力を継続するこ

ととしており、引き続き、地方に対する歳出削減等を求める声が強まる

ことが想定されるため、自主財源をはじめ歳入確保を図るとともに、財

政調整用基金への積立てを進め、一層の行財政基盤の強化に努める必要

がある。

今後も、最少の経費で最大の事業効果を上げられるよう、また、新型

コロナウイルス感染症等の影響による不測の事態にも柔軟に対応できる

よう、常に事務事業の検証を行い、選択と集中やスクラップ・アンド・

ビルドに取り組むとともに、「大分県行財政改革推進計画」も踏まえ、

先端技術を活用した新たな行財政改革の推進に取り組み、より一層の行

財政運営の効率化・健全化に尽力されたい。

（２）収入未済の解消について

令和２年度一般会計及び特別会計の収入未済合計額は、３２億２，６

９２万４，８７６円で、前年度に比べ３，２２８万１，８８３円（１．

０１％）増加した。

このうち、県税の収入未済額については、個人県民税は平成１９年度

から市町村に職員を派遣し、徴収対策を強化してきたこと等により引き

続き減少したものの、企業業績の悪化などにより法人県民税及び法人事

業税においては増加し、県税全体で１５億２，０７７万３，２４９円と

なり、前年度に比べ５，３７７万９８３円（３．６７％）増加した。

しかしながら、地域改善対策奨学金や県営住宅使用料などは、各機関

の努力により前年度に比べ減少しており、一定の成果が得られている。

他方、前年度に比べて増加しているものもあり、収入未済額全体として

は依然として多額であることから、今後とも公平な負担と自主財源確保

の観点から、引き続き収入未済の解消と新たな発生防止に努められたい。

（３）個別事項について

①主要な施策の成果（事務事業評価）について

令和２年度事業にかかる主要な施策の成果においては、大分県長

期総合計画に基づく目標値を各年度ごとに定めているが、コロナ禍

以前に設定した目標値であることもあり、工夫した対策やその成果

が見えてこない事例が散見されるなど、新型コロナウイルス感染症

への取組の分析が分かりづらい記載となっている。

今年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響は避けられ

ないことから、評価調書の作成においてはその影響を踏まえた取組
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や実績を分かりやすく表記するなど工夫するとともに、プランの達

成に向け、ポストコロナも見据えながら、それぞれの成果を次年度

の施策展開につなげられたい。

②指定管理施設の検証について

公の施設の管理運営にあたっては、多様化する住民ニーズに効果

的・効率的に対応するため、民間のノウハウを活用する指定管理者

制度を導入し、住民サービスの向上と経費の節減等を図っているが、

今回、マリンカルチャーセンターが廃止されるに至った。

ついては、将来にわたる県民ニーズを見据えながら、中長期的な

視点に立った各施設の活用や管理運営の在り方を検証することによ

り、指定管理者制度のより効果的な活用方法を検討するとともに、

議会への情報提供や説明に努めていただきたい。

③大分空港海上アクセス整備事業について

県では、ポストコロナにおける本県の社会経済の活性化、地方創

生の加速を見据え、大分空港の利便性の向上のためのアクセス改善

に向けて事業を進めている。

運航期間は２０年間であり、中長期的な視点を持った経営感覚が

求められることから、事業を進めるにあたっては、安定運営、安全

運航、地域公共交通の活性化に向け交通事業者や地元住民など関係

者へ丁寧な説明を行い、協議を重ねていくとともに、必要な資料の

保存・公開にも留意しながら、県民や議会への情報提供や説明に努

めていただきたい。

④保健所職員及び県立病院医師の時間外勤務縮減について

令和２年度中に県の保健所職員で、月１００時間を超える時間外

勤務を行った者は延べ５人で、令和３年度上半期では、延べ３８人

となっている。

また、県立病院に勤務する医師では、令和２年度中の月１００時

間超えは延べ６３人となっている。

新型コロナウイルス感染症による影響など様々な要因が考えられ

るが、県民の安心・安全の確保に向け、引き続き、新型コロナ対策

に万全を期すとともに、保健所や県立病院の職員に対する心身のケ

アにも留意し、時間外勤務縮減に向けた更なる働き方の見直しを推

進されたい。
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⑤青少年のネット利用に関する意識向上について

県による青少年ネット利用実態調査によると、インターネットの

利用時間が平日２時間以上の小学生は約２６％、中学生は約５０％、

高校生は約６６％と、年齢が上がるにつれ増加傾向にあり、１０％

の人がトラブルを経験している。

デジタル化の進展に伴い、インターネットは日常生活に欠かせな

いものとなっており、適正な利用に向けて情報モラルやリテラシー

の向上が必要不可欠なため、利用者本人及び保護者に対する啓発を

進められたい。

⑥先端技術の活用について

昨今、ＩｏＴやＡＩといった先端技術が急速に普及し、県でも幅

広い分野において新たなサービスやシステムの開発等が行われ、一

定の成果を上げている。

今後も、山積した地域課題の解決や働き方改革の核として先端技

術活用の期待は高まっているので、コロナ禍で影響を受けた地場産

業への後押しとなるような施策を展開するなど、引き続き新ビジネ

ス創出と産業活力の創造に努められたい。

あわせて、サービスの提供やシステムの開発等においては、個人

情報の保護にも十分留意されたい。

⑦大分県農業非常事態宣言について

本県農業は、農業産出額や農業経営体数の減少を受け、本年３月

には関係団体による農業非常事態宣言が発出された。これを受けて、

県は関係機関と一体となり、大分県農業総合戦略会議を設立した。

農林水産部においては、今年度、予算の増額や振興局の組織改正

など、機動的に取組を進めているが、本県農業の再生にかかる課題

は山積している。

ついては、危機的状況からの脱却に向けた事業の課題の洗い出し

を行った上で、必要予算を確保し、各種政策を積極的に進め、関係

団体と一丸となって本県農業の早期回復を図られたい。

⑧建設産業構造改善・人材育成支援事業について

人口減少や高齢化により、県内建設産業の人材確保が課題となる

中、県では、首都圏等で働く建設労働者に対するＵＩＪターンの促

進や、学生に対する県内建設業の魅力発信などの人材確保に取り組

んでいる。

人材確保対策は、年代や性別によって効果的な方法が異なってく
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るため、様々な角度から施策の方向性を検討することで、建設産業

の人材確保に引き続き努められたい。

⑨教員が働きやすい学校現場の環境整備について

県では、教員を支援するスクールサポートスタッフ及び学習指導

員の配置や、産休・育休代替教員の早期配置により、教員が働きや

すい環境整備に取り組んでいる。一方、順次進めている少人数学級

による教員需要の増加や教員を目指す者の減少といった状況がある。

ついては、産休・育休代替教員の配置時期の拡大をはじめ、教員

の職場環境整備の各種取組を進めることにより、学習指導や生徒指

導等、児童・生徒への教育効果の向上と魅力的な学校づくりの推進

に努められたい。


